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建物の賃借人が、現行の賃料が不相当に高

額になっていると主張して、借地借家法32条

に基づき、賃料減額を請求する旨の意思表示

をし、減額請求後の賃料の確認を求めた事案

において、賃料の減額が認容された事例（甲

府地裁　平成16年４月27日判決　ホームペー

ジ下級裁主要判決情報搭載）

１　事案の概要

Ｘは、日用雑貨品等の販売を行うショッピ

ングセンター等を経営している会社であり、

Ｙは、建物を所有する会社である。

Ｘは、昭和62年11月、第１の建物（以下

「本件建物」という。）のうち、1万5,010㎡を、

同年11月21日から同82年（平成19年）11月20

日までの期間、ショッピングセンターの店舗、

事務所等の施設として使用することとし、１

カ月当たりの賃料を2,935万1,000円でＹと契

約（以下「本件賃貸借契約」という。）を締

結した。

平成４年６月10日、ＹとＸは、①、本件賃

貸借契約の賃料が平成２年11月21日以降、同

７年６月30日まで、１カ月3 ,228万6 ,100円

（消費税別）であることを確認する。②、①

の賃料は、公租公課の増額、経済情勢の変動

等を勘案し、Ⅹ・Ｙ協議の上、平成７年７月

１日以降将来に向かって改定できるものと

し、以後３年毎に賃料額の改定を行うものと

する。との訴訟上の合意が成立した。

なお、平成８年７月、Ｙは、本件建物の所

在するＹ所有の土地の隣に、Ａ法人の経営す

るショッピングセンターＢを誘致することを

決定した経過がある（平成10年10月開店）。

また、平成10年９月14日、Ⅹは、Ｙとの間で、

本件建物を増築した第２の建物（以下「本件

増築後建物」という。）の賃料を１カ月3,321

万4,100円に変更する旨合意（以下「本件賃

貸借変更契約」という。）したが、平成11年7

月、ＸはＹに対し、本件増築後建物の賃料を、

同年８月１日以降、現行賃料の50％に当たる

１カ月1,660万7,050円（消費税別）に減額す

る旨の意思表示をし、同11年12月、ＸはＹを

相手方として、簡易裁判所に、賃料減額請求

調停を申し立てたが、本件調停は不成立によ

り終了した。

しかし、ＸはＹに対し、いわゆるバブル崩

壊を契機とした土地価格の大幅下落や、経済

事情に照らし、家賃について大きく減額すべ

きであると主張し、平成10年９月14日の本件

賃貸借変更契約において、ＸとＹの間で既存

賃借部分における賃料改定に関する合意がな

されたか否かについて争いとなり、Ｘは、平

成11年８月１日の時点における本件賃貸借変

更契約の対象物件の適正な継続月額賃料の確

認を求めて争った。

２　判決の要旨

裁判所は、次のような判断を下した。

盧 本件賃貸借変更契約において、既存賃借

部分の賃料改定に関する合意がなされたか
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賃料改定についての交渉経過の認定事実を

基に検討すると、本件賃貸借変更契約書にお

いて、本件増築後建物の既存賃借部分の賃料

額と追加賃借部分の賃料額は区別して記載さ

れず、変更後の賃料額のみが記載されている

ところ、証拠によっても、平成８年７月以降

の本件賃貸借変更契約締結に至る交渉経過で

も、既存部分の賃料の増減額の問題を正面か

ら取り上げて話合いを行った形跡は認められ

ない。また、本件賃貸借変更契約を締結する

に当たっても、既存部分の賃料について触れ

ることはせず、変更契約書上、既存賃借部分

と追加賃借部分についての賃料額を区別して

記載しなかったものと認められる。

よって、平成10年９月14日の時点で、Ｘ・

Ｙ間において、既存賃借部分についての賃料

改定に関する合意が行われたと認めることは

できず、既存賃借部分について現行賃料の合

意がされた時点は、平成４年６月10日である

と認められる。

盪 本件増築後建物の適正な月額賃料につい

て

本件増築後建物について、Ｘが賃料の減額

請求をしている平成 1 1年８月１日の時

点（以下「価格時点」という。）における適

正賃料額を算定するに当たっては、不動産鑑

定評価基準により承認されている差額配分

法、利回り法、スライド法及び賃貸事例比較

法の各手法を用いて試算賃料を算定し、本件

賃貸借変更契約における具体的事実関係に即

して総合的に判断し、合理的な額を算定する

のが相当である。

本件においては、Ｘの依頼に基づいて二つ

の鑑定が実施されているが、各方法による試

算賃料についての比重について検討するに、

差額配分法における積算賃料については、対

象不動産周辺の用途を共同住宅とする収益用

不動産の取引事例についての取引利回りを算

出し、総合期待利回りについて合理性がある

ことを検証しているのであるから、差額配分

法における賃料については比重を３とするの

が相当である。また、利回り法における継続

利回り賃料については、現行賃料を定めたの

がバブル崩壊後の地価下落期に当たる平成４

年６月であり、当時の純賃料利回りが必ずし

も適正な利回りであるということはできない

ことに照らすと、その比重を２とするのが相

当である。これに対し、スライド法における

賃料については、上記のような問題は認めら

れないので、その比重を５とするのが相当で

ある。なお、賃貸事例比較法については、鑑

定手法に疑問の余地があるため採用できな

い。

以上によれば、実質賃料を月額2,842万円

と認め、ここから敷金運用益（月額44万円）

を控除して、適正賃料額を2,798万円とする

のが相当であり、これに、追加賃借部分の賃

料（月額92万8,000円）を合計すると、賃貸

借変更契約における適正賃料額は平成11年８

月１日以降、2,890万8,000円（消費税別）で

あるとの確認を求める限度で理由がある。

３　まとめ

本件は、バブル崩壊を契機とした地価の大

幅下落と景気悪化等の中、途中、増築が行わ

れた建物賃貸借契約について、変更契約（増

築後）の時点で既存賃借部分の賃料改定に関

する合意がなされたか否か、また、変更契約

の対象物件の適正賃料額について争われた事

例である。本判決では、賃料改定に関する合

意については、双方が正面から取り上げて話

し合った形跡はないとして合意には至らなか

ったとされたが、増築後建物の適正な賃料に

ついては、不動産鑑定評価に基づく各算定方

法の比重を基に判断された。




